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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年5月16日(2019.5.16)

【公開番号】特開2019-53303(P2019-53303A)
【公開日】平成31年4月4日(2019.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2019-013
【出願番号】特願2018-195027(P2018-195027)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/004    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
   Ｃ０９Ｂ  11/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/004    ５０５　
   Ｇ０２Ｂ    5/20     １０１　
   Ｇ０２Ｆ    1/1335   ５０５　
   Ｃ０９Ｂ   11/28     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月26日(2019.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着色剤、樹脂、重合性化合物及び重合開始剤を含み、
　着色剤が、式（１ａ）で表される化合物と、黄色顔料、オレンジ色顔料及び赤色顔料か
らなる群から選ばれる少なくとも１種の顔料とを含む着色剤である赤色着色硬化性樹脂組
成物。

［式（１ａ）中、Ｒ1、Ｒ2は、互いに独立に炭素数３～２０の１価の飽和炭化水素基を表
し、Ｒ3、Ｒ4は、互いに独立に炭素数１～２０の１価の飽和炭化水素基を表し、これらの
飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数６～１０の芳香族炭化水素基又はハロゲン
原子で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数１～３
のアルコキシ基で置換されていてもよく、前記飽和炭化水素基に含まれる－ＣＨ2－は、
－Ｏ－、－ＣＯ－又は－ＮＲ11－で置き換わっていてもよい。
　Ｒ5は、－ＳＯ3

-、－ＳＯ3Ｈ、又は－ＳＯ3
-Ｚ+を表す。
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　Ｒ6及びＲ7は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を表す。
　ｍは、０～５の整数を表す。ｍが２以上のとき、複数のＲ5は同一でも異なってもよい
。
　ａは、０又は１の整数を表す。
　Ｘは、ハロゲン原子を表す。
　Ｚ+は、+Ｎ（Ｒ11）4、Ｎａ+又はＫ+を表す。
　Ｒ11は、互いに独立に、水素原子、炭素数１～２０の１価の飽和炭化水素基又は炭素数
７～１０のアラルキル基を表す。］
【請求項２】
　顔料が、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３８、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３９、Ｃ
．Ｉ．ピグメントイエロー１５０、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７７、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トレッド２４２及びＣ．Ｉ．ピグメントレッド２５４からなる群から選ばれる少なくとも
１種である請求項１記載の赤色着色硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の赤色着色硬化性樹脂組成物により形成される赤色カラーフィルタ
。
【請求項４】
　請求項３記載の赤色カラーフィルタを含む表示装置。
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